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(57)【要約】
【課題】　停電時における負荷が必要とする電力量の供
給と、平常時における蓄電池の有効活用の両立を可能に
する電力供給システムを提供する。
【解決手段】　電力供給システム１は、商用電力系統Ａ
から供給される電力を充電するとともに停電時に放電し
て負荷Ｌで消費される電力を供給する蓄電池１３と、蓄
電池１３の充電及び放電を制御する制御部１６と、負荷
Ｌが消費した電力量の時系列のデータである消費履歴デ
ータを記録するデータベース１５とを備える。制御部１
６は、データベース１５が記録する消費履歴データに基
づいて将来の少なくとも１つの第１単位時間に負荷Ｌが
消費する電力量である予測消費電力量を予測し、第１単
位時間のそれぞれにおいて予測消費電力量を負荷Ｌに供
給するために必要な蓄電量である最低蓄電量が蓄電池１
３に保持されるように、蓄電池活用制御を行う。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商用電力系統からの電力の供給が停止する停電時に所定の負荷に対して電力を供給する
電力供給システムであって、
　前記商用電力系統から供給される電力を充電するとともに、前記停電時に放電して前記
負荷で消費される電力を供給する蓄電池と、
　前記蓄電池の充電及び放電を制御する制御部と、
　前記負荷が消費した電力量の時系列のデータである消費履歴データを記録するデータベ
ースと、を備え、
　前記制御部は、前記商用電力系統から電力が供給されている平常時において、前記蓄電
池の放電が必要な状況であることを表す第１条件が満たされれば、前記蓄電池を放電させ
る蓄電池活用制御を行うものであり、
　前記制御部は、前記データベースが記録する前記消費履歴データに基づいて、将来の少
なくとも１つの第１単位時間のそれぞれに前記負荷が消費する電力量である予測消費電力
量を予測するとともに、前記第１単位時間のそれぞれにおいて前記予測消費電力量を前記
負荷に供給するために必要な蓄電量である最低蓄電量が前記蓄電池に保持されているとい
う第２条件が満たされるように、前記蓄電池活用制御を行うことを特徴とする電力供給シ
ステム。
【請求項２】
　前記第１条件が満たされる場合とは、前記第１単位時間における前記予測消費電力量が
第１閾値以上になる場合と、前記第１単位時間に対して前記商用電力系統の電力需給の逼
迫を緩和する要請が発令されている場合と、の少なくとも一方であることを特徴とする請
求項１に記載の電力供給システム。
【請求項３】
　前記制御部は、前記第１条件を満たす前記第１単位時間の終了時に前記蓄電池が保持し
ている蓄電量が、当該第１単位時間よりも後であって前記蓄電池の充電を開始する前にお
ける前記第１単位時間のそれぞれにおける前記最低蓄電量の最大値以上になるという第３
条件を満たすように、前記蓄電池活用制御を行うことを特徴とする請求項１または２に記
載の電力供給システム。
【請求項４】
　前記第１条件が満たされる場合の１つが、前記第１単位時間における前記予測消費電力
量が第１閾値以上になる場合であり、
　前記制御部は、前記第１単位時間における前記予測消費電力量と、当該第１単位時間に
前記蓄電池を充電するために必要になる電力量と、を合計した電力量が、前記第１閾値以
下である第２閾値よりも小さくなるという第４条件を満たすように、前記蓄電池の充電を
行うことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の電力供給システム。
【請求項５】
　前記データベースが、順次得られる新たな前記消費履歴データを順次記録することを特
徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の電力供給システム。
【請求項６】
　データ出力部を、さらに備え、
　前記データベースが、前記蓄電池活用制御の内容を表すデータである活用内容データと
、前記蓄電池の性能を表す仕様データと、を記録しており、
　前記制御部は、前記活用内容データ及び前記仕様データに基づいて、前記蓄電池の将来
の劣化を予測するとともに、その予測結果を表す第１出力データを生成し、
　前記データ出力部は、前記制御部が生成した前記第１出力データを出力することを特徴
とする請求項１～５のいずれか１項に記載の電力供給システム。
【請求項７】
　前記データベースが、前記蓄電池の劣化に関連する特性を所定のタイミングで測定して
得られる時系列のデータである第１特性履歴データを記録するとともに、順次得られる新
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たな前記第１特性履歴データを順次記録するものであり、
　前記制御部が、前記活用内容データ、前記仕様データ及び前記第１特性履歴データに基
づいて、前記第１出力データを生成することを特徴とする請求項６に記載の電力供給シス
テム。
【請求項８】
　データ出力部を、さらに備え、
　前記データベースが、前記蓄電池の異常に関連する特性を所定のタイミングで測定して
得られる時系列のデータである第２特性履歴データを記録するとともに、順次得られる新
たな前記第２特性履歴データを順次記録するものであり、
　前記制御部は、前記第２特性履歴データに基づいて、前記蓄電池の異常を検出するとと
もに、その検出結果を表す前記第２出力データを生成し、
　前記データ出力部は、前記制御部が生成した前記第２出力データを出力することを特徴
とする請求項１～７のいずれか１項に記載の電力供給システム。
【請求項９】
　前記制御部は、前記蓄電池活用制御を行った後、次に前記第１条件が満たされる前記第
１単位時間が到来するまでの間に、前記蓄電池を満充電にするために印加する第１電圧よ
りも小さい第２電圧を前記蓄電池に対して印加する浮動充電を行うことを特徴とする請求
項１～８のいずれか１項に記載の電力供給システム。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記第１条件が満たされる前記第１単位時間の到来前に、前記蓄電池に
印加する電圧を前記第２電圧よりも大きくかつ前記第１電圧以下にして、前記蓄電池を浮
動充電する場合よりも蓄電量を増大させることを特徴とする請求項９に記載の電力供給シ
ステム。
【請求項１１】
　前記制御部は、前記第１条件の充足の有無にかかわらず、前記蓄電池の蓄電量が所定の
大きさ以下になるまで前記蓄電池を放電するリフレッシュ制御を定期的に行うことを特徴
とする請求項１～１０のいずれか１項に記載の電力供給システム。
【請求項１２】
　前記蓄電池が、非水電解質を有する単電池を少なくとも１つ備える第１蓄電池部と、水
系電解質を有する単電池を少なくとも１つ備える第２蓄電池部と、を並列接続して構成さ
れている組電池を備え、前記第１蓄電池部の平均放電電圧が前記第２蓄電池部の平均放電
電圧よりも大きいことを特徴とする請求項１～１１のいずれか１項に記載の電力供給シス
テム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商用電力系統からの電力供給が停止する停電時における所定の負荷への電力
供給と、商用電力系統から電力が供給されている平常時におけるピークシフト等のエネル
ギーマネジメントのための電力供給との両方を行い得る電力供給システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、事業所や住宅などの多くの施設において、停電時に負荷に対して電力を供給する
ためのＵＰＳ（Uninterruptible Power Supply）システムが設置されている。ＵＰＳシス
テムは、直流電力を充電及び放電する蓄電池を備えており、停電時には当該蓄電池が放電
する直流電力が交流電力に変換されて負荷に供給される。
【０００３】
　通常、ＵＰＳシステムが備える蓄電池は、停電時に負荷が消費する電力量を賄うために
大きな放電容量を有しているが、商用電力系統から電力が供給されている平常時は電力を
蓄積した状態で待機しているだけである。そのため、せっかく大容量の蓄電池が施設に設
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置されていても、当該蓄電池は平常時において全く使用されず有効活用されていなかった
という問題があった。
【０００４】
　そこで、ＵＰＳシステムが備える蓄電池を、ピークシフトのための電力供給に活用する
ことが検討されている。例えば、特許文献１では、ＵＰＳシステムが設置されている施設
または当該施設を含む地域に対して供給される電力の供給状況に関する情報（具体的には
停電情報であり、さらに具体的には停電時間と当該停電時間が発生する確率とを組み合わ
せた情報）から算出した放電下限容量に基づいて蓄電池の放電を制御することで、ＵＰＳ
システムとして必要な電力量を蓄電池に残しつつ、平常時に当該蓄電池を放電させてピー
クシフトのための電力を供給することを可能にする電力供給システムが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１５－２１１６１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１で提案されている電力供給システムは、施設への電力の供給
状況（停電時間及び停電確率）に基づいて放電下限容量を求めるものであるため、負荷が
必要とする電力量よりも放電下限容量が著しく小さくなることがあり得る。そして、この
状況で停電が発生すると、負荷が必要とする電力量を蓄電池が供給できなくなり、本来の
ＵＰＳシステムとしての機能を果たせなくなるという事態に陥ってしまう。
【０００７】
　また、特許文献１で提案されている電力供給システムにおいて、上記の事態を避ける観
点から、施設への電力の供給状況（停電時間及び停電確率）から求められる放電下限容量
をできるだけ大きく見積もるようにすると、ピークシフトに利用可能な電力量が少なくな
り、蓄電池の有効活用が図れなくなるという問題が生じる。
【０００８】
　そこで、本発明は、停電時における負荷が必要とする電力量の供給と、平常時における
蓄電池の有効活用の両立を可能にする電力供給システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明は、商用電力系統からの電力の供給が停止する停電時
に所定の負荷に対して電力を供給する電力供給システムであって、前記商用電力系統から
供給される電力を充電するとともに、前記停電時に放電して前記負荷で消費される電力を
供給する蓄電池と、前記蓄電池の充電及び放電を制御する制御部と、前記負荷が消費した
電力量の時系列のデータである消費履歴データを記録するデータベースと、を備え、前記
制御部は、前記商用電力系統から電力が供給されている平常時において、前記蓄電池の放
電が必要な状況であることを表す第１条件が満たされれば、前記蓄電池を放電させる蓄電
池活用制御を行うものであり、前記制御部は、前記データベースが記録する前記消費履歴
データに基づいて、将来の少なくとも１つの第１単位時間のそれぞれに前記負荷が消費す
る電力量である予測消費電力量を予測するとともに、前記第１単位時間のそれぞれにおい
て前記予測消費電力量を前記負荷に供給するために必要な蓄電量である最低蓄電量が前記
蓄電池に保持されているという第２条件が満たされるように、前記蓄電池活用制御を行う
ことを特徴とする電力供給システムを提供する。
【００１０】
　この電力供給システムによれば、制御部が、過去に負荷が消費した電力量の時系列のデ
ータである消費履歴データに基づいて将来の第１単位時間における予測消費電力量を予測
するとともに、予測消費電力量を負荷に供給するために必要な最低蓄電量を蓄電池が保持
するという条件付きで、平常時に蓄電池を放電させる蓄電池活用制御を行う。そのため、
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停電時に負荷が必要とする電力量を精度良く予測して、仮に停電になったとしても蓄電池
の放電によって負荷が必要とする電力量を供給可能であることを担保した上で、蓄電池を
放電して余剰の蓄電量を利用することができる。
【００１１】
　また、上記の電力供給システムにおいて、前記第１条件が満たされる場合とは、前記第
１単位時間における前記予測消費電力量が第１閾値以上になる場合と、前記第１単位時間
に対して前記商用電力系統の電力需給の逼迫を緩和する要請が発令されている場合と、の
少なくとも一方であってもよい。
【００１２】
　この電力供給システムによれば、ピークシフト及びデマンドレスポンスの少なくとも一
方に対応した蓄電池の放電を行うことが可能になる。
【００１３】
　また、上記の電力供給システムにおいて、前記制御部は、前記第１条件を満たす前記第
１単位時間の終了時に前記蓄電池が保持している蓄電量が、当該第１単位時間よりも後で
あって前記蓄電池の充電を開始する前における前記第１単位時間のそれぞれにおける前記
最低蓄電量の最大値以上になるという第３条件を満たすように、前記蓄電池活用制御を行
うと、好ましい。
【００１４】
　この電力供給システムによれば、蓄電池の過度な放電によって、その後の第１単位時間
に蓄電池が保持する蓄電量が最低蓄電量を下回る状況になることを防止することが可能に
なる。
【００１５】
　また、上記の電力供給システムにおいて、前記第１条件が満たされる場合の１つが、前
記第１単位時間における前記予測消費電力量が第１閾値以上になる場合であり、前記制御
部は、前記第１単位時間における前記予測消費電力量と、当該第１単位時間に前記蓄電池
を充電するために必要になる電力量と、を合計した電力量が、前記第１閾値以下である第
２閾値よりも小さくなるという第４条件を満たすように、前記蓄電池の充電を行うと、好
ましい。
【００１６】
　この電力供給システムによれば、蓄電池の充電によって商用電力系統から供給される全
体の電力量が増大して第１閾値以上になることで、ピークシフトの効果（商用電力系統か
ら供給される電力の平滑化）が減殺されることを防止することが可能になる。
【００１７】
　また、上記の電力供給システムにおいて、前記データベースが、順次得られる新たな前
記消費履歴データを順次記録すると、好ましい。
【００１８】
　この電力供給システムによれば、近い過去に負荷が消費した電力量を表す消費履歴デー
タをデータベースに記録することができる。そのため、制御部が、当該消費履歴データを
用いることで、予測消費電力量を精度良く予測することが可能になる。
【００１９】
　また、上記の電力供給システムにおいて、データ出力部を、さらに備え、前記データベ
ースが、前記蓄電池活用制御の内容を表すデータである活用内容データと、前記蓄電池の
性能を表す仕様データと、を記録しており、前記制御部は、前記活用内容データ及び前記
仕様データに基づいて、前記蓄電池の将来の劣化を予測するとともに、その予測結果を表
す第１出力データを生成し、前記データ出力部は、前記制御部が生成した前記第１出力デ
ータを出力すると、好ましい。
【００２０】
　この電力供給システムによれば、電力供給システムの利用者が、データ出力部から出力
される第１出力データを参照することで、蓄電池の劣化の予測結果を知ることができる。
そのため、電力供給システムの利用者が、蓄電池の交換時期や活用方法、蓄電池の大きさ
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の見直しなどを容易に判断することが可能になる。
【００２１】
　また、上記の電力供給システムにおいて、前記データベースが、前記蓄電池の劣化に関
連する特性を所定のタイミングで測定して得られる時系列のデータである第１特性履歴デ
ータを記録するとともに、順次得られる新たな前記第１特性履歴データを順次記録するも
のであり、前記制御部が、前記活用内容データ、前記仕様データ及び前記第１特性履歴デ
ータに基づいて、前記第１出力データを生成すると、好ましい。
【００２２】
　この電力供給システムによれば、実際の蓄電池の使用状況を表す特性履歴データに基づ
いて、蓄電池の使用状況を精度良く予測することができる。したがって、将来における蓄
電池の放電容量の減少を精度良く予測した第１出力データを得ることが可能になる。
【００２３】
　また、上記の電力供給システムにおいて、データ出力部を、さらに備え、前記データベ
ースが、前記蓄電池の異常に関連する特性を所定のタイミングで測定して得られる時系列
のデータである第２特性履歴データを記録するとともに、順次得られる新たな前記第２特
性履歴データを順次記録するものであり、前記制御部は、前記第２特性履歴データに基づ
いて、前記蓄電池の異常を検出するとともに、その検出結果を表す前記第２出力データを
生成し、前記データ出力部は、前記制御部が生成した前記第２出力データを出力すると、
好ましい。
【００２４】
　この電力供給システムによれば、電力供給システムの利用者、蓄電池または電力供給シ
ステムの製造者や提供者、メンテナンス業者などが、蓄電池に異常が生じたことを知るこ
とができる。したがって、万が一、この電力供給システムがＵＰＳシステムとして動作す
ることが困難な状態になったとしても、迅速に復旧させることが可能になる。
【００２５】
　また、上記の電力供給システムにおいて、前記制御部は、前記蓄電池活用制御を行った
後、次に前記第１条件が満たされる前記第１単位時間が到来するまでの間に、前記蓄電池
を満充電にするために印加する第１電圧よりも小さい第２電圧を前記蓄電池に対して印加
する浮動充電を行うと、好ましい。
【００２６】
　この電力供給システムによれば、蓄電池を浮動充電の状態で待機させることによって、
蓄電池を満充電の状態で待機させる場合と比較して、蓄電池の劣化を抑制することが可能
になる。
【００２７】
　また、上記の電力供給システムにおいて、前記制御部は、前記第１条件が満たされる前
記第１単位時間の到来前に、前記蓄電池に印加する電圧を前記第２電圧よりも大きくかつ
前記第１電圧以下にして、前記蓄電池を浮動充電する場合よりも蓄電量を増大させると、
好ましい。
【００２８】
　この電力供給システムによれば、蓄電池の放電前に充電を行うことで、蓄電池が放電可
能な電力量を大きくすることができるため、より効果的な蓄電池活用制御を行うことが可
能になる。さらに、この電力供給システムによれば、放電前の充電を行わない場合と比較
して放電後の蓄電量が大きくなり、放電深度を浅くすることができるため、蓄電池の劣化
を抑制することが可能になる。
【００２９】
　また、上記の電力供給システムにおいて、前記制御部は、前記第１条件の充足の有無に
かかわらず前記蓄電池の蓄電量が所定の大きさ以下になるまで前記蓄電池を放電するリフ
レッシュ制御を定期的に行うと、好ましい。
【００３０】
　この電力供給システムによれば、蓄電池を放置することに起因する劣化を抑制すること
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ができるため、蓄電池を長期間放置する実験を行うことなく、蓄電池が放電により一定程
度の電力量を供給可能であること（電力供給システムがＵＰＳシステムとして動作するこ
と）を保証することが可能になる
【００３１】
　また、上記の電力供給システムにおいて、前記蓄電池が、非水電解質を有する単電池を
少なくとも１つ備える第１蓄電池部と、水系電解質を有する単電池を少なくとも１つ備え
る第２蓄電池部と、を並列接続して構成されている組電池を備え、前記第１蓄電池部の平
均放電電圧が前記第２蓄電池部の平均放電電圧よりも大きいと、好ましい。
【００３２】
　この電力供給システムによれば、蓄電池活用制御により充電及び放電が繰り返される平
常時にはサイクル寿命の長い第１蓄電池部を主に充電及び放電させ、平常時において第１
蓄電池部が放電する電力が不足する場合や停電時に限りサイクル寿命の短い第２蓄電池部
を放電させるため、蓄電池の寿命を長くすることができる。さらに、この蓄電池では、第
１蓄電池部が過放電の状態に至る前に第２蓄電池部が放電を開始し、第１蓄電池部が過充
電の状態に至る前に第２蓄電池部が水の電気分解で過剰な電力を吸収することができるた
め、第１蓄電池部が危険な状態になることを防止することができる。
【発明の効果】
【００３３】
　上記特徴の電力供給システムによれば、過去に負荷が消費した電力量の時系列のデータ
である消費履歴データに基づいて停電時に負荷が必要とする電力量を精度良く予測して、
仮に停電になったとしても蓄電池の放電によって負荷が必要とする電力量を供給可能であ
ることを担保した上で、蓄電池を放電して余剰の蓄電量を利用することができる。したが
って、停電時における負荷が必要とする電力量の供給と、平常時における蓄電池の有効活
用の両立が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施形態に係る電力供給システムの構成の一例について示すブロック図
。
【図２】制御部が算出する予測消費電力量及び最低蓄電量の一例を示すグラフ。
【図３】制御部による蓄電池の充電及び放電の制御の一例を示すグラフ。
【図４】出力データの一例を示す模式図。
【図５】蓄電池の構成の一例を示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
＜＜電力供給システムの構成例＞＞
　最初に、本発明の実施形態に係る電力供給システムの構成の一例について図面を参照し
て説明する。図１は、本発明の実施形態に係る電力供給システムの構成の一例について示
すブロック図である。
【００３６】
　図１に示すように、電力供給システム１は、ＡＣ－ＤＣコンバータ１１と、ＤＣ－ＡＣ
インバータ１２と、蓄電池１３と、消費履歴データ取得部１４と、データベース１５と、
制御部１６と、データ出力部１７とを備える。なお、図１に示す負荷Ｌは、電力を消費す
る特定の機器であってもよいし、これらの機器の集合体（例えば、事業所や住宅などの施
設における全ての電力消費源）であってもよい。
【００３７】
　本発明の実施形態に係る電力供給システム１は、商用電力系統Ａからの電力の供給が停
止する停電時に蓄電池１３を放電させて負荷Ｌに電力を供給するだけでなく、商用電力系
統Ａから電力が供給されている平常時であっても蓄電池１３を放電させる蓄電池活用制御
を行い得るものである。この蓄電池活用制御によって蓄電池１３が行う放電には、例えば
ピークシフトやデマンドレスポンスのための放電が含まれる。ピークシフトとは、負荷Ｌ
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の消費電力量が局所的に大きくなる時間帯に蓄電池１３を放電させて負荷Ｌに電力を供給
することで商用電力系統Ａから供給される電力量を減少させ、その一方で、負荷Ｌの消費
電力量が小さい他の時間帯に蓄電池１３を充電させて商用電力系統Ａから供給される電力
量を増大させることである。また、デマンドレスポンスとは、商用電力系統Ａの需給逼迫
時において、蓄電池１３を放電させて負荷Ｌに電力を供給することで商用電力系統Ａから
供給される電力量を減少させ、商用電力系統Ａの需給逼迫の緩和に協力することである。
【００３８】
　ＡＣ－ＤＣコンバータ１１は、例えば、商用電力系統Ａから供給される交流電力を、蓄
電池１３が充電可能な直流電力に変換する機器で構成される。また、ＤＣ－ＡＣインバー
タ１２は、例えば、ＡＣ－ＤＣコンバータ１１が変換した直流電力及び蓄電池１３が放電
した直流電力を、負荷Ｌが消費可能な交流電力に変換する機器で構成される。
【００３９】
　蓄電池１３は、例えば、リチウムイオン電池などの直流電力を充電及び放電する少なく
とも１つのバッテリセル（単電池）を接続して構成される。また、蓄電池１３には、蓄電
池１３の各種特性（例えば、個別のバッテリセルまたは全体の電圧値、電流値、内部抵抗
値、温度、蓄電量または充電率（ＳＯＣ：State of charge）など）を測定するとともに
、その測定結果と制御部１６の制御指示とに従って蓄電池１３の充電及び放電を実行する
ＢＭＳ（Battery Management System）１３１が設けられている。
【００４０】
　消費履歴データ取得部１４は、例えば、負荷Ｌが消費した電力量を単位時間毎（例えば
、３０分毎）に測定して得られる時系列のデータである消費履歴データを生成する測定機
器（例えば、スマートメータ）や、当該測定機器によって得られた消費履歴データを記録
しているデータサーバ（例えば、各施設に設置されたスマートメータから得られる消費履
歴データを一括して記録する一般電力事業者が管理及び運営するデータサーバ）から、無
線または有線で消費履歴データを取得する通信機器で構成される。なお、消費履歴データ
取得部１４が、上記の測定機器またはデータサーバが新たな消費履歴データを取得する都
度、当該測定機器またはデータサーバから消費履歴データを取得してもよいし、ある程度
の期間（例えば、１日分や１週間分など）の消費履歴データをまとめて取得してもよい。
【００４１】
　データベース１５は、例えば、ハードディスクなどの大容量のデータを記録可能な記録
装置で構成され、消費履歴データ取得部１４が取得する消費履歴データを記録する。また
、データベース１５は、消費履歴データの他に、蓄電池１３の特性を所定のタイミングで
測定して得られる時系列のデータである特性履歴データ（「第１特性履歴データ」及び「
第２特性履歴データ」に相当）、蓄電池１３の性能を表す仕様データ、蓄電池活用制御の
内容を表すデータである活用内容データなどを記録している。
【００４２】
　特性履歴データは、例えば、蓄電池１３の電圧値、電流値、内部抵抗値、温度、蓄電量
または充電率などの特性を所定のタイミングで測定して得られる時系列のデータである。
データベース１５は、例えば、このような特性を測定するＢＭＳ１３１の測定結果を参照
する制御部１６から、当該測定結果を順次取得することで、特性履歴データを順次記録す
る。なお、データベース１５が、制御部１６を介さずにＢＭＳ１３１から直接的に測定結
果を取得してもよいし、蓄電池１３に対してＢＭＳ１３１とは別の測定機器を設けて、当
該測定機器または当該測定機器の測定結果を参照する制御部１６から測定結果を取得して
もよい。
【００４３】
　仕様データは、例えば、蓄電池１３のメーカー等によって提供される、蓄電池１３の放
電容量や電圧容量特性（電圧と蓄電量または充電率との対応関係）、蓄電池１３の使用に
伴う劣化特性（蓄電池１３の充放電のサイクル数、放電深度（放電容量に対する放電量の
比）、温度などの各種パラメータと減少する放電容量との対応関係）などを表すデータで
ある。仕様データは、例えば、電力供給システム１の構築時に、電力供給システム１の提
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供者（例えば、電力供給システム１を販売する会社の従業員。以下同じ。）によってデー
タベース１５に記録される。
【００４４】
　活用内容データは、例えば、蓄電池１３の活用方法の種類（例えば、ピークシフト及び
デマンドレスポンスの両方を行う）、蓄電池活用制御を実行する頻度及び条件（例えば、
１日に１回、消費電力量が最大となるピークに対してピークシフトを実行する）、蓄電池
１３の放電の大きさ（例えば、蓄電池１３の放電容量の半分（放電深度５０％）まで放電
を許容する）などを表すデータである。活用内容データは、例えば、電力供給システム１
の構築時に、電力供給システム１の利用者（例えば、施設の管理者。以下同じ。）や、電
力供給システム１の利用者から蓄電池１３の活用方法を聞き取った電力供給システム１の
提供者によって、データベース１５に記録される。
【００４５】
　特性履歴データは、蓄電池１３の劣化の予測に有益なデータであるとともに、蓄電池１
３の異常の検出に有益なデータである。また、仕様データ及び活用内容データは、蓄電池
１３の劣化の予測に有益なデータである。なお、蓄電池１３の劣化とは、蓄電池１３の通
常の使用（特に、平常時における蓄電池活用制御及び待機）に伴い当然に発生する性能の
低下（例えば、放電容量の減少）であって、蓄電池１３の使用（特に、停電時における十
分な電力量の放電）が可能である軽度の性能の低下である。一方、蓄電池１３の異常とは
、通常の使用（特に、平常時における蓄電池活用制御及び待機）では生じ難いような急激
な性能の低下や、蓄電池１３の通常の使用（特に、停電時における十分な電力量の放電）
が不可能である重度の性能の低下である。
【００４６】
　制御部１６は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）などの演算装置及び半導
体メモリなどの記憶装置で構成される。制御部１６は、ＢＭＳ１３１の測定結果やデータ
ベース１５から各種データを取得し、取得したデータに基づいて蓄電池１３の充電及び放
電を制御する。具体的に、制御部１６は、取得したデータに基づいて蓄電池１３の充電及
び放電の計画を策定し、当該計画が実行されるようにＢＭＳ１３１に対して制御指示を与
える。また、制御部１６は、データベース１５から各種データを取得して、電力供給シス
テム１の利用者等に報知するための出力データ（「第１出力データ」及び「第２出力デー
タ」に相当）を生成する。なお、制御部１６の動作の詳細については、後述する。
【００４７】
　データ出力部１７は、例えば、無線または有線でデータを送信する通信機器で構成され
、制御部１６が生成した出力データを電力供給システム１の利用者等に報知するために、
当該管理者等の端末に対して送信する。なお、データ出力部１７を、出力データを文字や
画像として表示する表示装置で構成してもよいし、出力データを文字や画像として印刷す
る印刷装置で構成してもよい。
【００４８】
＜＜電力供給システムの動作例＞＞
　次に、本発明の実施形態に係る電力供給システムの動作例について説明する。以下では
、平常時における蓄電池１３の充電及び放電と、出力データの生成及び出力の２つの動作
とに分けてそれぞれ説明する。なお、本発明の実施形態に係る電力供給システム１は、Ｕ
ＰＳシステムとして機能するものであり、停電時には蓄電池１３が放電を行いＤＣ－ＡＣ
インバータ１２を介して負荷Ｌが消費する電力を供給するが、この動作は一般的なＵＰＳ
システムの動作と同様である。
【００４９】
＜蓄電池の充電及び放電＞
　本発明の実施形態に係る電力供給システム１による、平常時における蓄電池１３の充電
及び放電の動作例について説明する。本発明の実施形態に係る電力供給システム１では、
制御部１６が、蓄電池１３の充電及び放電の計画を策定し、当該計画が実行されるように
ＢＭＳ１３１に対して制御指示を与えることで、蓄電池１３が充電及び放電を行う。
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【００５０】
　制御部１６は、データベース１５から取得する消費履歴データに基づいて、将来の第１
単位時間毎（例えば、３０分毎）に負荷Ｌが消費する電力量である予測消費電力量を予測
する。例えば、制御部１６は、将来の１日である予測対象日における複数の第１単位時間
の予測消費電力量をまとめて予測する。具体的に例えば、制御部１６は、消費履歴データ
の中から予測対象日と条件が類似する過去の１または複数の日（例えば、予測対象日と曜
日や月が同じ日、予測対象日の直近の数日など）に負荷Ｌが消費した時系列の電力量のデ
ータを抽出し、抽出した電力量のデータを第１単位時間毎に統計処理（例えば、予測対象
日と条件が近い日ほど重みを大きくする加重平均処理や単純平均処理）して、予測消費電
力量を算出する。
【００５１】
　さらに、制御部１６は、予測消費電力量を負荷Ｌに供給するために必要な蓄電量である
最低蓄電量を算出する。例えば、制御部１６は、予測消費電力量に所定の電力量を加算し
たり、１以上の所定の係数を乗算したりするなどして、予測消費電力量に対してある程度
のマージンを含む最低蓄電量を算出する。なお、制御部１６が、予測対象日と条件が類似
する過去の複数の日における、第１単位時間と同じ時間に負荷Ｌが消費した電力量の最大
値を、当該第１単位時間における最低蓄電量として算出してもよい。また、制御部１６が
、予測消費電力量をそのまま最低蓄電量として算出してもよい。
【００５２】
　制御部１６が算出する予測消費電力量及び最低蓄電量の一例について、図面を参照して
説明する。図２は、制御部が算出する予測消費電力量及び最低蓄電量の一例を示すグラフ
である。なお、図２（ａ）が予測消費電力量の一例を示したグラフであり、図２（ｂ）が
最低蓄電量の一例を示したグラフである。また、図２（ａ）及び（ｂ）のそれぞれに示す
グラフにおいて、１つの棒が１つの第１単位時間を表している。
【００５３】
　図２（ａ）及び（ｂ）では、制御部１６が、予測消費電力量に一定の電力量を加算した
電力量を、最低蓄電量として算出する場合について例示している。制御部１６は、全ての
第１単位時間において蓄電池１３が最低蓄電量を保持するように、蓄電池１３の充電及び
放電を制御する。特に、制御部１６は、蓄電池活用制御を行って蓄電池１３を放電させる
際に、蓄電池１３が最低蓄電量を保持しているように、蓄電池１３の充電及び放電を制御
する。
【００５４】
　図２（ａ）及び（ｂ）に示した予測消費電力量及び最低蓄電量が算出された場合におけ
る、制御部１６による蓄電池１３の充電及び放電の制御方法の一例について、図面を参照
して説明する。図３は、制御部による蓄電池の充電及び放電の制御の一例を示すグラフで
ある。なお、図３（ａ）が蓄電池の蓄電量と負荷及び蓄電池が消費する電力量の一例を示
したグラフであり、図３（ｂ）が蓄電池の蓄電量と最低蓄電量の一例を示したグラフであ
る。また、図３（ａ）及び（ｂ）のそれぞれに示すグラフにおいて、１つの棒が１つの第
１単位時間を表している。
【００５５】
　図３（ａ）において、棒グラフの白色領域は、商用電力系統Ａから供給されて負荷Ｌが
消費した電力量を表しており、棒グラフの灰色領域は、蓄電池１３の放電により供給され
て負荷Ｌが消費した電力量を表している。さらに、白色領域と灰色領域を合計したものが
、負荷Ｌが消費した全体の電力量になる。図２（ａ）に示した予測消費電力量は、この負
荷Ｌが消費した全体の電力量（白色領域と灰色領域の合計）を予測したものである。なお
、図３（ａ）では、この負荷Ｌが消費した全体の電力量（白色領域と灰色領域の合計）が
、図２（ａ）に示した予測消費電力量と一致する場合について例示している。
【００５６】
　また、図３（ａ）において、棒グラフのクロスハッチング領域は、商用電力系統Ａから
供給されて蓄電池１３が充電で消費した電力量を表している。さらに、上記の白色領域と



(11) JP 2017-229137 A 2017.12.28

10

20

30

40

50

クロスハッチング領域を合計したものが、商用電力系統Ａから供給された全体の電力量に
なる。また、図３（ａ）において、折れ線グラフは蓄電池１３の蓄電量を表している。
【００５７】
　図３（ｂ）において、棒グラフの斜線ハッチング領域は、最低蓄電量を表しており、図
２（ｂ）に示した最低蓄電量と一致している。また、図３（ｂ）において、折れ線グラフ
は蓄電池１３の蓄電量を表しており、図３（ａ）に示した折れ線グラフと同一である。
【００５８】
　図３（ａ）に示すグラフにおいて、制御部１６は、期間Ｔ４及びＴ８で蓄電池１３を放
電させて、蓄電池活用制御を行っている。ただし、期間Ｔ４はピークシフトのための蓄電
池１３の放電であり、期間Ｔ８はデマンドレスポンスのための蓄電池１３の放電である。
制御部１６は、予測消費電力量（白色領域と灰色領域の合計）が第１閾値Ｔｈ１以上にな
る場合に、ピークシフトのための蓄電池１３の放電を行う。期間Ｔ４では、当該期間Ｔ４
に属する全ての第１単位時間の予測消費電力が、第１閾値Ｔｈ１以上になっている。また
、制御部１６は、デマンドレスポンスの発令があることを所定の方法で検知する（例えば
、電力供給システム１の利用者がキーボード等の入力装置を操作して情報を入力したり、
所定の通信装置が発令を受信したりすることで、制御部１６が当該発令を検知する）と、
デマンドレスポンスのための蓄電池１３の放電を行う。
【００５９】
　期間Ｔ１は、蓄電池１３が待機する期間である。この期間Ｔ１において、制御部１６は
、蓄電池１３が満充電となる蓄電量Ｗ１よりも小さい蓄電量Ｗ２（例えば、蓄電量Ｗ１の
８割程度）を保持するように、浮動充電を行う。具体的に、制御部１６は、蓄電池１３を
満充電にするために印加する第１電圧よりも小さい第２電圧が蓄電池１３に対して印加さ
れるように、蓄電池１３（ＢＭＳ１３１）を制御する。このように、蓄電池１３を浮動充
電の状態で待機させると、蓄電池１３を満充電の状態で待機させる場合と比較して、蓄電
池１３の劣化を抑制することができる。
【００６０】
　期間Ｔ２は、蓄電池１３が充電する期間である。制御部１６は、期間Ｔ４でピークシフ
トのために蓄電池１３の放電を行うことを予定しているため、期間Ｔ４の到来前の期間Ｔ
２において、蓄電池１３を充電させる。具体的に、制御部１６は、第２電圧（浮動充電時
の印加電圧）よりも大きくかつ第１電圧（満充電時の印加電圧）以下となる電圧が蓄電池
１３に印加されるように、蓄電池１３（ＢＭＳ１３１）を制御する。なお、図３（ａ）及
び（ｂ）では、蓄電池１３に第１電圧が印加されて満充電になる場合について例示してい
る。このように、蓄電池１３の放電前に充電を行うことで、蓄電池１３が放電可能な電力
量を大きくすることができるため、より効果的な蓄電池活用制御（ピークシフト）を行う
ことが可能になる。さらに、放電前の充電を行わない場合と比較して放電後の蓄電量が大
きくなり、放電深度（放電容量に対する放電量の比）を浅くすることができるため、蓄電
池１３の劣化を抑制することが可能になる。
【００６１】
　期間Ｔ３は、蓄電池１３が待機する期間である。なお、この期間Ｔ３は、蓄電池１３の
劣化を抑制する観点から短い方が好ましく、１回当たりの長さの上限値や、所定期間（例
えば、制御部１６が予測消費電力量をまとめて予測する対象の期間である１日間）当たり
の累積長さの上限値を決めておくと好ましい。また、制御部１６が、期間Ｔ３を設けるこ
となく、期間Ｔ２における蓄電池１３の充電が完了してからすぐに、期間Ｔ４における蓄
電池１３の放電が開始されるように制御してもよい。
【００６２】
　期間Ｔ４は、ピークシフトのために蓄電池１３が放電する期間である。蓄電池１３が放
電した電力は負荷Ｌで消費されるため、商用電力系統Ａから供給されて負荷Ｌが消費する
電力量が削減される。このとき、制御部１６は、期間Ｔ４に含まれる任意の第１単位時間
の終了時に蓄電池１３が保持している蓄電量が、当該第１単位時間よりも後であって蓄電
池１３の充電を開始する前（即ち、期間Ｔ４における任意の第１単位時間から期間Ｔ５の



(12) JP 2017-229137 A 2017.12.28

10

20

30

40

50

終了時まで）に含まれる第１単位時間のそれぞれにおける最低蓄電量の最大値以上になる
ように、蓄電池１３の放電を行う。これにより、蓄電池１３の過度な放電によって、期間
Ｔ４に含まれる後の第１単位時間に蓄電池１３が保持する蓄電量が最低蓄電量を下回る状
況になることを防止する。
【００６３】
　期間Ｔ５は、蓄電池１３が待機する期間である。蓄電池１３を放電させた後は、速やか
に期間Ｔ１における浮動充電の状態に戻すと好ましい。ただし、蓄電池１３を充電するこ
とで、商用電力系統Ａから供給される全体の電力量が増大する。このとき、商用電力系統
Ａから供給される全体の電力量が、ピークシフトが必要と判断する第１閾値Ｔｈ１以上に
なると、ピークシフトの効果（商用電力系統Ａから供給される電力の平滑化）が減殺され
てしまう。そこで、制御部１６は、第１単位時間における予測消費電力量（図３（ａ）に
おける白色領域と灰色領域の合計に相当）と、当該第１単位時間に蓄電池１３を充電する
ために必要になる電力量（期間Ｔ２，Ｔ６のクロスハッチング領域参照）とを合計した電
力量が、第１閾値Ｔｈ１以下である第２閾値Ｔｈ２よりも小さくなる場合に、蓄電池１３
の充電を行う。期間Ｔ５では、予測消費電力量が第１閾値Ｔｈ１以下であるが依然として
大きいため、蓄電池１３の充電を行うと、予測消費電力量と蓄電池１３の充電に必要な電
力量との合計の電力量が第２閾値Ｔｈ２を超えてしまう。そこで、制御部１６は、蓄電池
１３を充電せずに待機させている。なお、第２閾値Ｔｈ２を第１閾値Ｔｈ１と同じ大きさ
にしてもよい（換言すると、第２閾値Ｔｈ２を別途設定せず、制御部１６が蓄電池１３の
充電をするか否かを第１閾値Ｔｈ１に基づいて決定してもよい）。
【００６４】
　期間Ｔ６は、蓄電池１３が充電する期間である。期間Ｔ５とは異なり、期間Ｔ６では、
予測消費電力量と蓄電池１３の充電に必要な電力量との合計の電力量が第２閾値Ｔｈ２よ
りも小さくなる。そこで、制御部１６は、蓄電池１３を充電させる。
【００６５】
　期間Ｔ７は、蓄電池１３が待機する期間である。期間Ｔ１と同様に期間Ｔ７でも、制御
部１６は、蓄電池１３を浮動充電した状態で待機させる。
【００６６】
　期間Ｔ８は、デマンドレスポンスのために蓄電池１３が放電する期間である。蓄電池１
３が放電した電力は負荷Ｌで消費されるため、商用電力系統Ａから供給されて負荷Ｌが消
費する電力量が削減される。なお、制御部１６は、デマンドレスポンスの発令を予測せず
、当該発令を受けてから蓄電池１３を放電させるため、期間Ｔ２のような放電前の充電を
行わない。また、期間Ｔ４と同様に、制御部１６は、期間Ｔ８に含まれる任意の第１単位
時間の終了時に蓄電池１３が保持している蓄電量が、当該第１単位時間よりも後であって
蓄電池１３の充電を開始する前に含まれる第１単位時間のそれぞれにおける最低蓄電量の
最大値以上になるように、蓄電池１３の放電を行ってもよい。この場合、制御部１６は、
デマンドレスポンスに応じて蓄電池１３を放電する期間Ｔ８及びその後に蓄電池１３を充
電する期間Ｔ９を決定して、デマンドレスポンスに応じるための蓄電池１３の放電を開始
してもよい。また、制御部１６は、蓄電池１３を放電させると決定した期間よりも早くデ
マンドレスポンスの発令が解除された場合、解除後における蓄電池１３の放電を行わず、
充電すると決定した期間の到来を待ってから蓄電池１３を充電してもよいし、充電する期
間を前倒しして蓄電池１３の充電を行ってもよい。
【００６７】
　期間Ｔ９は、蓄電池１３が充電する期間である。期間Ｔ９では、予測消費電力量と蓄電
池１３の充電に必要な電力量との合計の電力量が第２閾値Ｔｈ２よりも小さくなる。そこ
で、制御部１６は、蓄電池１３を充電させる。
【００６８】
　期間Ｔ１０は、蓄電池１３が待機する期間である。期間Ｔ１と同様に期間Ｔ１０でも、
制御部１６は、蓄電池１３を浮動充電した状態で待機させる。なお、制御部１６が蓄電池
１３の充電及び放電の計画を策定した段階では、期間Ｔ８におけるデマンドレスポンスの
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発令が想定されていないため、期間Ｔ７から期間Ｔ１０まで蓄電池１３を浮動充電した状
態で待機させるという計画になる。
【００６９】
　そして、図３（ａ）に示した上述の例のように制御部１６が蓄電池１３を制御すると、
図３（ｂ）に示すように、期間Ｔ１～Ｔ１０における全ての第１単位時間において、蓄電
池１３が最低蓄電量を保持することができる。特に、制御部１６が蓄電池活用制御を行う
（蓄電池１３が放電する）期間Ｔ４及びＴ８においても、蓄電池１３は最低蓄電量を保持
することができる。
【００７０】
　以上のように、本発明の実施形態に係る電力供給システム１では、制御部１６が、過去
に負荷Ｌが消費した電力量の時系列のデータである消費履歴データに基づいて将来の第１
単位時間における予測消費電力量を予測するとともに、予測消費電力量を負荷Ｌに供給す
るために必要な最低蓄電量を蓄電池が保持するという条件付きで、平常時に蓄電池１３を
放電させる蓄電池活用制御を行う。そのため、停電時に負荷Ｌが必要とする電力量を精度
良く予測して、仮に停電になったとしても蓄電池１３の放電によって負荷Ｌが必要とする
電力量を供給可能であることを担保した上で、蓄電池１３を放電して余剰の蓄電量を利用
することができる。したがって、停電時における負荷Ｌが必要とする電力量の供給と、平
常時における蓄電池１３の有効活用の両立が可能になる。
【００７１】
　なお、図３（ａ）及び（ｂ）では、予測消費電力量が第１閾値Ｔｈ１以上になることは
制御部１６が予測可能であり、デマンドレスポンスの発令があることは制御部１６が予測
不可能であることを前提としているが、制御部１６がデマンドレスポンスの発令を予測可
能である場合は、ピークシフトと同様の制御（特に、期間Ｔ２における放電前の充電）を
行ってもよい。
【００７２】
　また、第１単位時間は、停電時に負荷Ｌに対して電力を供給可能な時間に相当する。そ
のため、負荷Ｌの種類や性質（例えば、停電発生後にどれだけの時間の動作が必要である
か）、電力供給システム１の利用者の要望などに応じて、第１単位時間の長さを設定する
と、好ましい。また、図２及び図３では、制御部１６が、複数の第１単位時間の予測消費
電力量を予測する場合について例示しているが、１つの長い（例えば、数時間程度の）第
１単位時間における予測消費電力量の予測を行い、当該第１単位時間における蓄電池放電
制御を行ってもよい。この場合でも、停電時における負荷Ｌが必要とする電力量の供給と
、平常時における蓄電池１３の有効活用の両立が可能である。
【００７３】
　また、図３（ａ）及び（ｂ）では、制御部１６が第１単位時間を単位として蓄電池１３
の充電及び放電を制御する場合について例示しているが、制御部１６が蓄電池１３を制御
する時間の単位を第１単位時間に一致させる必要はない。例えば、制御部１６が、１つの
第１単位時間の前半では蓄電池１３を充電させ、当該第１単位時間の後半では蓄電池１３
を待機させるという制御を行うようにしてもよい。
【００７４】
　また、図３（ａ）及び（ｂ）では、蓄電池１３を浮動充電の状態で待機させているが（
期間Ｔ１，Ｔ７，Ｔ１０）、満充電かそれに近い状態（期間Ｔ３の状態）で待機させても
よい。ただし、蓄電池１３を浮動充電の状態で待機させることで、蓄電池１３の劣化を抑
制することが可能になる。
【００７５】
＜出力データの生成＞
　次に、本発明の実施形態に係る電力供給システム１による、出力データの生成及び出力
の動作例について説明する。本発明の実施形態に係る電力供給システム１では、制御部１
６が、データ出力部１７が出力する出力データを生成する。
【００７６】
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　制御部１６が生成する出力データの一例について、図面を参照して説明する。図４は、
出力データの一例を示す模式図である。なお、図４では、図４（ａ）～（ｃ）の３種類の
出力データを例示している。
【００７７】
　図４（ａ）及び（ｂ）に示す出力データ（「第１出力データ」に相当）は、蓄電池１３
の将来の劣化の予測結果を表したものである。これらの出力データは、制御部１６が、デ
ータベース１５に記録されている活用内容データ及び仕様データに基づいて生成可能であ
る。例えば、制御部１６は、仕様データに基づいて得られる蓄電池１３の使用に伴う放電
容量の劣化特性に対して、活用内容データに基づいて得られる蓄電池１３の使用状況（例
えば、充電及び放電の頻度や大きさ（放電深度）など）の予測結果を適用することで、将
来における蓄電池１３の放電容量の減少を予測することができる。
【００７８】
　図４（ａ）に例示する出力データは、現状の蓄電池１３の活用方法を継続した場合にお
ける、蓄電池１３の使用に伴う放電容量の減少の予測結果を時系列で表したものである。
さらに、図４（ａ）に例示する出力データには、現状の蓄電池１３の活用方法を行う場合
に必要になる放電容量の下限値である耐用限界値も含まれている。なお、この耐用限界値
は、例えば、制御部１６が、活用内容データに基づいて算出する。
【００７９】
　また、図４（ｂ）に例示する出力データは、現状の蓄電池１３の活用方法を継続した場
合における、蓄電池活用制御によって得られる予測利益額（例えば、ピークシフトによる
電力料金の削減額、デマンドレスポンスに応じることで得られる報奨（インセンティブ）
額）の予測結果を時系列で表したものである。図４（ｂ）に例示する出力データは、将来
における蓄電池１３の放電容量の減少を、利益額の減少で表現したものであるとも言える
。なお、予測利益額を厳密に算出する場合は、電力供給契約やデマンドレスポンス契約の
内容を表すデータをデータベース１５に記録しておき、当該データに基づいて制御部１６
が予測利益額を算出するとよい。
【００８０】
　電力供給システム１の利用者が、図４（ａ）及び（ｂ）に例示したような出力データを
確認することで、蓄電池１３の劣化の予測結果を知ることができる。そのため、電力供給
システム１の利用者が、蓄電池１３の交換時期や活用方法、蓄電池１３の大きさの見直し
などを容易に判断することが可能になる。
【００８１】
　なお、制御部１６が、活用内容データに加えて（または代えて）、特性履歴データ（「
第１特性履歴データ」に相当）に基づいて蓄電池１３の使用状況（例えば、充電及び放電
の頻度や程度、蓄電量または充電率、内部抵抗値、温度など）を予測し、仕様データに基
づいて得られる蓄電池１３の使用に伴う放電容量の劣化特性に対して適用することで、将
来における蓄電池１３の放電容量の減少を予測してもよい。特性履歴データは、実際の蓄
電池１３の使用状況を表しているため、当該特性履歴データを用いることで蓄電池１３の
使用状況を精度良く予測することができる。したがって、将来における蓄電池１３の放電
容量の減少を精度良く予測することが可能になる。
【００８２】
　また、制御部１６が、仕様データに基づかずに、活用内容データ及び特性履歴データの
少なくとも一方に基づいて予測した蓄電池１３の使用状況のみから、将来における蓄電池
１３の放電容量の減少を簡易的に推定して、その推定結果を示す出力データを生成しても
よい。例えば、基本条件下における充放電のサイクル数の限度を定め、当該基本条件と使
用状況との差異を考慮して耐用限界時点を推定してもよい。具体的に例えば、放電深度５
０％の場合のサイクル数の限度を１０００回と定め、予測される使用状況が放電深度１０
０％である場合、サイクル数５００回が限界であると推定して耐用限界時点を推定しても
よい。
【００８３】
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　一方、図４（ｃ）に例示する出力データ（「第２出力データ」に相当）は、蓄電池１３
の異常の検出結果を表したものである。この出力データは、制御部１６が、データベース
１５に記録されている特性履歴データ（「第２特性履歴データ」に相当）に基づいて生成
可能である。例えば、制御部１６は、特性履歴データが表す蓄電池１３の各種特性（例え
ば、電圧値、電流値、蓄電量または充電率、内部抵抗値、温度など）の時系列の変化に基
づいて、蓄電池１３の性能（例えば、放電容量）が直近の数日間で急激に低下する異常や
、蓄電池１３の性能が当該蓄電池１３の通常の使用が困難になる程度まで低下する異常、
蓄電池１３の各種特性が通常の使用では取り得ない値になる異常などを検出すると、図４
（ｃ）に例示するような異常を報知するメッセージを含む出力データを生成する。
【００８４】
　電力供給システム１の利用者が、図４（ｃ）に例示したような出力データを確認するこ
とで、蓄電池１３に異常が生じたことを知ることができる。したがって、万が一、この電
力供給システム１がＵＰＳシステムとして動作することが困難な状態になったとしても、
迅速に復旧させることが可能になる。
【００８５】
　なお、図４（ｃ）に例示した出力データは、電力供給システム１の利用者に向けて出力
されることを想定したものであるが、データ出力部１７が、当該利用者に加えて（または
、代えて）、蓄電池１３または電力供給システム１の製造者や提供者、メンテナンス業者
などに向けて、異常を報知する出力データを出力してもよい。また、制御部１６が、上記
のような蓄電池１３の異常を検出した場合、蓄電池活用制御を行わないか、蓄電池活用制
御で蓄電池１３が放電する電力量を小さくしてもよい。
【００８６】
＜＜変形等＞＞
［１］　電力供給システム１が備える蓄電池１３は、ＵＰＳシステムに利用可能であると
ともに、蓄電池活用制御が実行可能であれば、どのような種類の蓄電池であってもよい。
ここで、電力供給システム１が備える蓄電池１３の好適な構成例について、図面を参照し
て説明する。図５は、蓄電池の構成の一例を示すブロック図である。
【００８７】
　図５に例示する蓄電池１３Ｘは、非水電解質を有する単電池を少なくとも１つ備える第
１蓄電池部１３０１と、水系電解質を有する単電池を少なくとも１つ備える第２蓄電池部
１３０２と、を並列接続して構成されている組電池を備えるものである。なお、図５では
１つの組電池のみを例示しているが、この組電池をいくつか直列接続して蓄電池１３Ｘを
構成してもよい。
【００８８】
　第１蓄電池部１３０１を構成する非水電解質を有する単電池とは、例えば、リチウムイ
オン電池やナトリウムイオン電池である。第２蓄電池部１３０２を構成する水系電解質を
有する単電池とは、例えば、鉛蓄電池やニッケル水素電池である。典型的には、第１蓄電
池部１３０１を構成する単電池がリチウムイオン電池であり、第２蓄電池部１３０２を構
成する単電池が鉛蓄電池である。なお、このような構成の蓄電池は、例えば特許第５３７
３９９９号で提案されており、ここで提案されている蓄電池を本発明の実施形態に係る電
力供給システム１に対して適用可能である。
【００８９】
　非水電解質を有する単電池を備える第１蓄電池部１３０１は、過充電及び過放電になっ
た場合の危険性が高いが、サイクル寿命が長い。一方、水系電解質を有する単電池を備え
る第２蓄電池部１３０２は、サイクル寿命が短いが、過充電及び過放電になった場合の危
険性が低い。蓄電池１３Ｘでは、第１蓄電池部１３０１の平均放電電圧（放電領域の電圧
範囲）が、第２蓄電池部１３０２の平均放電電圧よりも高くなるように、第１蓄電池部１
３０１及び第２蓄電池部１３０２をそれぞれ構成して、両者を並列接続する。
【００９０】
　このような構成の蓄電池１３Ｘは、蓄電池活用制御により充電及び放電が繰り返される
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平常時にはサイクル寿命の長い第１蓄電池部１３０１を主に充電及び放電させ、平常時に
おいて第１蓄電池部１３０１が放電する電力が不足する場合や停電時に限りサイクル寿命
の短い第２蓄電池部１３０２を放電させるため、蓄電池１３Ｘの寿命を長くすることがで
きる。さらに、上記構成の蓄電池１３Ｘでは、第１蓄電池部１３０１が過放電の状態に至
る前に第２蓄電池部１３０２が放電を開始し、第１蓄電池部１３０１が過充電の状態に至
る前に第２蓄電池部１３０２が水の電気分解で過剰な電力を吸収することができるため、
第１蓄電池部１３０１が危険な状態になることを防止することができる。
【００９１】
　この蓄電池１３Ｘを用いる場合において、図３（ａ）及び（ｂ）における期間Ｔ１，Ｔ
７，Ｔ１０の浮動充電を行う場合、第１蓄電池部１３０１及び第２蓄電池部１３０２の両
方に対して劣化が抑制できる電圧を印加すると好ましい。ただし、適切な電圧を選択する
ことが困難である場合は、主に停電時に放電を行う第２蓄電池部１３０２に適した電圧を
選択すると、好ましい。
【００９２】
［２］　電力供給システム１が、消費履歴データ取得部１４を備えず、データベース１５
が新たな消費履歴データを記録しなくてもよい。この場合、制御部１６は、予めデータベ
ース１５に記録されている消費履歴データのみに基づいて、将来の第１単位時間における
予測消費電力量の予測を行うことになる。このように電力供給システム１を構成しても、
上述の＜＜電力供給システムの動作例＞＞で説明したような電力供給システム１の動作は
可能である。
【００９３】
　ただし、電力供給システム１が消費履歴データ取得部１４を備えており、データベース
１５が新たな消費履歴データを記録すると、近い過去に負荷Ｌが消費した電力量を表す消
費履歴データをデータベース１５に記録することができる。そのため、制御部１６が、当
該消費履歴データを用いることで、予測消費電力量を精度良く予測することが可能になる
。
【００９４】
［３］　蓄電池１３，１３Ｘが長期間放置される場合（特に、図３（ａ）及び（ｂ）にお
ける期間Ｔ１，Ｔ７，Ｔ１０のような浮動充電が長期間行われる場合）、それによって蓄
電池１３，１３Ｘが劣化または異常を生じることがある（例えば、鉛蓄電池におけるサル
フェーション）。しかし、電力供給システム１は、ＵＰＳシステムとして機能するもので
あるため、このような長期間の放置があっても、蓄電池１３，１３Ｘが放電により一定程
度の電力量を供給可能であることが保証されなければならない。
【００９５】
　蓄電池１３，１３Ｘを長期間放置した場合における放電を保証する１つの方法として、
電力供給システム１において現実にあり得る状況を想定し、当該状況に蓄電池１３，１３
Ｘをおいて放置する試験を行うことが考えられる。しかし、電力供給システム１の利用者
が、蓄電池活用制御がほとんど行われない条件を設定する場合も考慮すると、年単位で放
置する実験が必要になってしまう。
【００９６】
　そこで、制御部１６が、蓄電池活用制御を行うための条件の充足の有無にかかわらず、
蓄電池１３，１３Ｘの蓄電量が所定の大きさ以下（例えば、５０％以下）になるまで蓄電
池１３，１３Ｘを放電するリフレッシュ制御を、定期的（例えば、１月毎）に行うように
すると、好ましい。このリフレッシュ制御は、蓄電池活用制御を行うための条件が充足さ
れる可能性が低い時間帯（例えば、深夜などの、負荷Ｌの消費電力量が小さく、商用電力
系統Ａの需要が小さい時間帯）に行うと好ましく、停電時に備えて蓄電池１３，１３Ｘに
最低蓄電量が残るように放電すると好ましい。
【００９７】
　制御部１６がリフレッシュ制御を定期的に行うことで、蓄電池１３，１３Ｘを放置する
ことに起因する劣化を抑制することができるため、上記のような蓄電池１３，１３Ｘを長
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期間放置する実験を行うことなく、蓄電池１３，１３Ｘが放電により一定程度の電力量を
供給可能であること（電力供給システム１がＵＰＳシステムとして動作すること）を保証
することが可能になる。
【００９８】
［４］　制御部１６は、図３（ａ）及び（ｂ）に示すような蓄電池１３，１３Ｘの充電及
び放電の制御をする際に、ＢＭＳ１３１から得られる蓄電池１３，１３Ｘの各種特性の測
定結果（必要であれば、仕様データから得られる蓄電池１３，１３Ｘの放電容量や電圧容
量特性）を参照することで、蓄電池１３，１３Ｘの蓄電量を推定することができる。ただ
し、蓄電池１３，１３Ｘの長期間の使用によって、放電容量は次第に減少し、電圧容量特
性も変化し得る。そこで、このような変化が生じることを見越して、制御部１６が、蓄電
池１３，１３Ｘの放電容量や電圧容量特性を測定または推定し直して、蓄電池１３，１３
Ｘの蓄電量を精密に推定してもよい。
【００９９】
　例えば、制御部１６が、蓄電池活用制御を行うための条件の充足の有無にかかわらず、
蓄電池１３，１３Ｘを充電及び放電することで、蓄電池１３，１３Ｘの現在の放電容量や
電圧容量特性を測定または推定してもよい。このとき、蓄電池１３，１３Ｘを満充電及び
完全放電すると、放電容量及び電圧容量特性を精度良く測定または推定することができた
め好ましいが、停電時に備えて蓄電池１３，１３Ｘに最低蓄電量が残るように放電しても
よい。また、この蓄電池１３，１３Ｘの充電及び放電を、上記［３］で述べたリフレッシ
ュ制御と共通化してもよい。なお、図５に例示した蓄電池１３Ｘの場合、第１蓄電池部１
３０１と第２蓄電池部１３０２のそれぞれについて放電容量や電圧容量特性を測定または
推定してもよい。
【０１００】
　さらに、制御部１６が上記のようにして精密に測定または推定した放電容量や電圧容量
特性を、データベース１５に新たな仕様データとして記録すると、好ましい。これにより
、制御部１６が、新たな仕様データを参照することで、蓄電池１３，１３Ｘの蓄電量を精
密に測定または推定することが可能になる。さらに、制御部１６が、新たな仕様データを
参照する（必要であれば、新たな仕様データと古い仕様データを比較する）ことで、現時
点における蓄電池１３，１３Ｘの劣化の進行状況を把握することができるため、この情報
に基づいて蓄電池１３，１３Ｘの将来の劣化を精度良く予測したり蓄電池１３，１３Ｘの
異常を精度良く検出したりして出力データ（図４（ａ）～（ｃ）参照）を生成することも
可能になる。
【０１０１】
［５］　停電が生じる可能性が極めて低い時間帯（例えば、商用電力系統Ａの電力需給が
安定している時間帯）や、停電が生じても問題がない時間帯（例えば、負荷Ｌが停止して
電力を消費しない時間帯）があれば、当該時間帯において、制御部１６が、蓄電池１３を
放電させて蓄電量を最低蓄電量以下にしてもよい。これにより、制御部１６は、上記［３
］のリフレッシュ制御や、上記［４］の蓄電池１３，１３Ｘの放電容量及び電圧容量特性
の測定または推定、放電する電力量の大きい蓄電池活用制御などを行うことが可能になる
。
【０１０２】
［６］　図１の電力供給システム１のブロック図では、データベース１５、制御部１６及
びデータ出力部１７のそれぞれが、負荷Ｌ及び蓄電池１３と１対１で対応する（負荷Ｌを
有する施設のそれぞれに設置される）かのように図示しているが、複数の負荷Ｌに対して
共通化してもよい。例えば、データベース１５、制御部１６及びデータ出力部１７を１つ
のサーバコンピュータで構成するとともに、当該サーバコンピュータと通信するための通
信装置を蓄電池１３，１３Ｘのそれぞれに対して設けて、当該サーバコンピュータ（制御
部１６）が蓄電池１３，１３Ｘのそれぞれを制御するように構成してもよい。
【０１０３】
［７］　デマンドレスポンスに、蓄電池１３，１３Ｘが放電した電力を負荷Ｌで消費する
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ことだけでなく、蓄電池１３，１３Ｘが放電した電力を商用電力系統Ａに供給すること（
逆潮流）が含まれていてもよい。ただし、デマンドレスポンスに逆潮流が含まれ得る場合
は、例えば、図１に示したＡＣ－ＤＣコンバータ１１が、双方向の変換が可能な機器で構
成されているものとする。
【産業上の利用可能性】
【０１０４】
　本発明は、停電時における所定の負荷への電力供給と、平常時におけるピークシフト等
のエネルギーマネジメントのための電力供給との両方を行い得る電力供給システムに利用
することができる。
【符号の説明】
【０１０５】
　１　　　：　電力供給システム
　１１　　：　ＡＣ－ＤＣコンバータ
　１２　　：　ＤＣ－ＡＣコンバータ
　１３　　：　蓄電池
　１３０１：　第１蓄電池部
　１３０２：　第２蓄電池部
　１３１　：　ＢＭＳ
　１４　　：　消費履歴データ取得部
　１５　　：　データベース
　１６　　：　制御部
　１７　　：　データ出力部
　Ａ　　　：　商用電力系統
　Ｌ　　　：　負荷

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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